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⽼⼈福祉・⽼⼈医療政策の経過
1960年、⼥性の平均寿命が70歳を超え、⾼齢者の⽣活⽀援がスタート。70年代の
⽼⼈医療費無料化により、劇的に健康状態が向上したが、⼀⽅、医療費の増⼤が
反発される結果となる。その後、寝たきり⽼⼈や社会的⼊院が社会問題化。80年
代半ば、平均寿命は⼥性80歳に到達。1994年に⾼齢化率14％を超え、⾼齢社会に
なっていった。



諸外国の65歳以上⼈⼝の割合の推移
⽇本は2000年頃より⾼齢化率は独⾛。近年、韓国、中国の⾼齢化率が急激に伸びて
きている。欧⽶が⽐較的緩やかである背景として、移⺠施策を打ち出している事が
挙げられる。
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⽇本の⼈⼝ピラミッドの変化
団塊の世代が全て75歳となる2025年、75歳以上が全⼈⼝の18％に到達する。また
2065年には、⼈⼝は８８００万⼈程度まで減少するが、⼀⽅で⾼齢化率は３８％と
なる。



介護保険制度施⾏前の制度の問題点

⇒措置から契約へ

90年代に⼊り、福祉と医療の⽀援体制が⼀本化されておらず、双⽅の問題が露呈さ
れた。当時、ドイツが社会保障としての介護システムをスタートさせるもすぐに破
綻した経過もあり、⽇本では利⽤者と事業所とのサービス供給間に「介護⽀援専⾨
員（ケアマネジャー）」というインターフェイス機能を持った役職を配置。⾃⽴⽀
援を念頭に置き、それを扇の要に据える事でサービス供給量の制限をはかる事とな
る。



「措置から契約へ」
従前の制度＜措置＞ 介護保険制度＜契約＞

⾏政窓⼝に申請し、市町村
がサービスを決定

医療と福祉が別々の動き

市町村や公的な団体（社会
福祉協議会等）中⼼のサー
ビス提供

所得によって負担が変わる
→中⾼所得者は利⽤に躊躇
い

利⽤者が⾃らサービスの種
類や業者を選んで利⽤
介護サービスの利⽤計画書
（ケアプラン）を作り、医
療・福祉のサービスを⼀体
的、総合的に利⽤
株式等の⺠間企業、農協、⽣
協、NPO等、多様な事業者に
よるサービスの提供
所得に関わらず原則１割の負
担（⼀定以上所得者について
は、利⽤者負担は２割、３割
となる）



介護保険を利⽤するまで



調査のポイントと
しては、普段の事
よりも、その⽇そ
の場でどうなのか
が可否を決める最
⼤の要素となる。
また認定調査は状
況にもよるが、概
ね1時間は必要。
認知症状況等、そ
の場で本⼈に聞き
にくい事、また間
違った回答をして
しまっている等の
際は、調査終了後
に正確な内容を後
づけで伝える事も
可能。



介護認定区分
により、サー
ビスの利⽤可
能量が決まる。
基本的には認
定調査によっ
て、1⽇にか
かる介護の分
数により認定
が決まる。要
介護5は要⽀
援1の7倍以上
のサービス利
⽤が可能だが、
平均の利⽤単
位は全体ので
50％程度。
「不必要な給
付は存在しな
い」



様々なサービスに
はひとつひとつ単
価が付いており、
その積み上げの合
計が認定範囲単位
内に収まれば1〜
3割負担。超過し
た場合、その分だ
けが⾃⼰負担とな
る。単位を管理す
るのも介護⽀援専
⾨員業務のひとつ。



被保険者、利⽤者の増加
第１号被保険者数が１．６倍なのに対し、認定者数はその約倍の３．０倍となって
いる。制度開始から２０年近くで制度の広報周知がされ、介護保険制度が社会保障
のひとつとして認知されてきていると考える。またサービス利⽤者も３．２倍に増
加し、⾼齢者の⽣活、介護になくてはならいものに発展、定着している事がわかる。

出典 ： H26.3.24厚生労働省社保審介護給付費分科会資料



介護費⽤と保険料の推移
２０００年に３．６兆円でスタートした介護保険制度であるが、それから２０年経
過する前に１０兆円に到達。未来的な試算では、２０２５年には２０兆円近くまで
増⼤すると⾒込まれる。また介護保険料も年々増加し、全国平均では発⾜当初の倍
以上となっている。２０２５年には第１号被保険者の保険料が８，２００円に到達
するという予測もある。

出典 ： H26.3.24厚生労働省社保審介護給付費分科会資料



第1期
平成12年度~

介護保険制度の改正期の改定内容
H12.4 介護保険法施行

第2期
平成15年度~

第3期
平成18年度~

第4期
平成21年度~

第5期
平成24年度~

第6期
平成27年度~

H15.4 一部改正
（複合サービスの廃止／重度者の特養ホーム入所等）

H18.4 介護予防の重視／施設給付の見直し／
地域密着型サービスの創設／介護サービス情報の公表他

H21.4 介護サービス事業者への法令順守等、業務管理体制整備／
介護報酬の引き上げ

H24.4 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス
の創設 ⇒地域包括ケアの推進／在宅重視へ

H27.4 地域包括ケアシステム構築に向けた地域支援事業の充実／
訪問介護、通所介護の地域支援事業への移行／自己負担の引き上げ他

第7期
平成30年度~

H30.4 共生社会が謳われ、福祉の一本化を目指す様になる



⼀般会計における経費
・⽇本は社会保障費（主に⾼齢者福祉費⽤の年⾦、医療等）が増加の⼀途をた
どり、それは国債（借⾦）によって賄われている。つまり⼦供や孫にその借⾦
を払わせるという事。また公共事業や⽂教・科技への経費は抑えられており、
⾔い換えれば先⾏投資をしない、対処療法的な対応を取っている。



2016年のOECD報告では、2014年において⽇本は対GDP費が世界でも⽐較
的上位の⽀出状況になっている。欧⽶は移⺠等の流⼊は⽐較的盛んな地域で
はあるが、少⼦化は進⾏しており、⽇本以外の各国は介護保障を維持してい
く為に何らかの形で抑制する必要に迫られている。

GDP費における社会保障費の⽀出状況



世界の介護関係状況〜ドイツ／フランス〜

＜ドイツ＞
保険料は20歳以上の被保険者が負担。⼦供から⼤⼈まであらゆる層に
対応しており、障害者・障害児までカバー。
家族介護が保険給付の対象となっており、現⾦給付（介護⼿当）の他、
代替介護（介護者の年間4週の休暇サービス）、介護者の為の年間保
険料拠出がある。発⾜当初は80％超の介護⼿当受給であったが、2000
年に⼊り、約半数に減少している。
⼦供のいる世帯、いない世帯で保険料率が若⼲違いがある。

＜フランス＞
1960年代から在宅サービスが整備され、70〜80年代にかけて、ケア
付き介護者住宅等が整備された。社会保障ではなく社会扶助であり、
サービスの利⽤、特に施設⼊所等には所得制限がある。
2003年夏、猛暑により1.5万⼈の⾼齢者が脱⽔症等で他界。結果、
「⾼齢者と障害者の⾃⽴のための連帯法」が2004年に成⽴した。この
法は、祝⽇を1⽇減らして営業⽇にし、雇⽤主がその⽇の売り上げ相
当額を納めるという仕組み（営業⽇が1⽇増えるだけでGDPが0.3％程
度、約45億ユーロ伸びると考えられている）



＜オランダ＞
前述のグラフによると、2014年においてオランダは対GDP費が世界でも⾼
い⽀出状況になっていた。かつてオランダでは介護の必要性が⾼くないにも
関わらず、配偶者の死等をきっかけに施設に⼊所してしまう事が⼀般的で
あった。現在では重度や医学的に必要性が認められない限り⼊所は出来ない。

世界の介護関係状況〜オランダ①〜

出典 ： オランダ保健・福祉・スポーツ担当省資料



＜オランダ＞
増加する⽀出を抑える等の対策として2015年に⼤きく改⾰された。本⼈
の能⼒とニーズ、家族等による⽀援の可能性を勘案したスタンスに変わ
り、⾔い換えればフォーマルケアの領域が減少され、インフォーマルケ
アの領域が拡⼤された事に近い。

世界の介護関係状況〜オランダ②〜

出典 ： オランダ保健・福祉・スポーツ担当省資料



⽇本の介護保険制度の課題＜介護離職＞
介護保険制度は改正ごとに根本的な部分を変容させているが、ただ介護
を提供しているのではなく、利⽤者の⽣活全体の⽀援が必要である。介
護離職者の数は10年で倍近くに増加し、また介護離職に伴う経済全体の
付加価値損失は6,500億円とも⾔われている。
家族介護をしている⽅の8割はストレスを感じており、また憎しみを感じ
ている⽅は3割。虐待を⾏った経験者は1割となっている。

出典 ： 連合ダイジェスト「介護者から見る介護制度の問題点」



⽇本の介護保険制度の課題＜⼈材不⾜＞
⾼齢化、また「介護
離職ゼロ」の背景を
受け、介護⼈材の需
要は年々増加。
2025年には約38万
⼈、2035年には約
80万⼈が不⾜する
と考えられている。
⼈材不⾜を補う為、
EPAによる外国⼈介
護労働者の導⼊を進
めているが、現実的
には3,500⼈程度の
受け⼊れ⼈数となっ
ている。

出典 ：厚生労働省「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）について」



介護保険制度導⼊当初から、保険
者は要介護者の要介護度認定は把
握していても、その後の利⽤者の
サービス利⽤状況や⽣活状況を直
接把握はしていない。つまり、利
⽤者の実際のサービス利⽤状況の
把握や⽣活状況についてはケアマ
ネジャー等に任せきりで、⾃⽴⽀
援に対する公的責任が縮⼩され、
また意識も薄れてきている。保険
者の相談窓⼝である地域包括⽀援
センターにおいても同様で、本来
なら⾏政が⾏うはずの相談業務か
ら距離を置く様になってきている
（全国平均で直営は26％）。利⽤
者のサービス利⽤とその⽣活につ
いての最終的な公的責任（ナショ
ナル・ミニマムの保障）を担うと
いう役割を再確認する必要がある。

⽇本の介護保険制度の課題
＜ナショナル・ミニマムの保障＞

⇒公的責任の行方は？

出典 ： 東京都ホームページ



今⽇のまとめ
1. 世界各国が⼈類初の⾼齢化社会へ
2. 「措置から契約へ」から「持続可能性の確

保」へ
3. ①地域包括⽀援センター ②介護⽀援専⾨員
4. ⽇本は対GDP費世界7位の社会保障⽀出状

況
5. 福祉先進国も近年、社会保障費の⽀出減へ
6. ⽇本の介護保険制度の課題は、「介護離

職」「⼈材不⾜」「ナショナル・ミニマム
の保障」


